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あ
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週
刊
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記
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す
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同
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抗
議
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省
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
東
京
地
方
検
察
庁
に
よ
る
事
情
聴
取
の
あ
り
方
に
つ
い
て
報
じ
た
週
刊
誌
記
事
に
対
す

る
同
庁
の
抗
議
及
び
法
務
省
政
務
三
役
の
説
明
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
五
一
号
）
三
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
週
刊
誌
の
記
事
が

個
々
の
読
者
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
答
弁
し
た
も
の
で
は
な
く
、
先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
提
出

質
問
第
一
五
一
号
）
に
お
い
て
「
石
川
代
議
士
の
女
性
秘
書
に
対
す
る
東
京
地
検
特
捜
部
の
事
情
聴
取
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

国
民
が
大
き
な
疑
問
を
抱
き
、
国
民
の
間
に
不
信
感
が
渦
巻
い
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
御
指
摘
は
当

た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
旨
を
答
弁
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七

四
第
一
九
七
号
）
二
に
つ
い
て
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
九
七
号
）
六
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
の
各
答
弁
に
つ
き
、
「
国
民
に
対
し
、
何
の
説
得
力
も
な
く
、
東
京
地
検
、
ひ
い
て
は
検
察

当
局
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
得
ら
れ
な
い
」
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
る
が
、
一

般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
捜
査
機
関
は
、
特
定
の
週
刊
誌
の
記
事
の
内
容
が
個
別
具
体
的
事
件
に
お
け
る
捜
査
機
関
の

活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
及
び
記
事
の
内
容
に
応
じ
て
、
捜
査
・
公
判
の
遂
行
に
対

す
る
支
障
の
有
無
等
を
考
慮
し
、
必
要
に
応
じ
て
抗
議
を
す
る
こ
と
を
含
め
、
適
宜
適
切
に
対
処
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
政
務
三
役
に
お
い
て
、
東
京
地
方
検
察
庁
に
対
し
、
特
定
の
週
刊
誌
の
記
事
に
つ
い
て
「
明

確
な
反
論
を
す
る
様
、
指
示
す
る
」
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

個
々
の
週
刊
誌
の
記
事
の
内
容
を
前
提
と
し
た
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
裁
判

所
に
予
断
を
与
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
差
し
控
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


